
福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当
・

特
別
障
害
者
手
当
な
ど
の
案
内

○
愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当

身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
の

方
、
療
育
手
帳
A
判
定
の
方
、
身

体
障
害
者
手
帳
3
級
と
療
育
手
帳

B
判
定
を
併
せ
て
も
つ
在
宅
の
方

に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。（
た

だ
し
、平
成
20
年
4
月
1
日
以
降
、

身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
を

新
た
に
単
独
で
取
得
さ
れ
た
65
歳

以
上
の
方
は
対
象
外
で
す
。）

手
当
月
額　

・
1
種　

1
万
6
千
100
円

・
2
種　

7
千
円

※
1
種
と
は
、
Ｉ
Ｑ
35
以
下
で
、

身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
の

方
で
す
。
そ
れ
以
外
の
方
は
2

種
で
す
。

支
給
月　
4
月
・
8
月
・
12
月

○
特
別
障
害
者
手
当

20
歳
以
上
で
、
日
常
的
に
常
時

介
護
を
必
要
と
す
る
在
宅
の
方
に

支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。
身
体
障

害
者
手
帳
1
・
2
級
程
度
の
障
が

い
が
2
つ
以
上
あ
る
方
、
Ｉ
Ｑ
35

以
下
で
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2

級
程
度
の
障
が
い
が
あ
る
方
、
身

体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
程
度
の

肢
体
不
自
由
の
方
で
常
時
介
護
を

必
要
と
す
る
方
な
ど
が
対
象
と
な

り
、
認
定
に
は
診
断
書
に
よ
る
審

査
が
あ
り
ま
す
。

施
設
入
所
や
3
カ
月
以
上
継
続

し
て
入
院
を
し
た
場
合
は
資
格
喪

失
と
な
り
ま
す
。

手
当
月
額　
2
万
6
千
440
円（
障

が
い
の
程
度
に
応
じ
て
加
算
が

あ
り
ま
す
）

支
給
月　
2
月
・
5
月
・
8
月
・

11
月

○
障
害
児
福
祉
手
当

20
歳
未
満
で
、
日
常
的
に
常
時

介
護
を
必
要
と
す
る
在
宅
の
方
に

支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。
身
体
障

害
者
手
帳
1
・
2
級
程
度
の
肢
体

不
自
由
の
方
、
Ｉ
Ｑ
20
以
下
の
方

な
ど
が
対
象
と
な
り
、
認
定
に
は

診
断
書
に
よ
る
審
査
が
あ
り
ま

す
。
施
設
入
所
を
し
た
場
合
は
資

格
喪
失
と
な
り
ま
す
。

手
当
月
額　
1
万
4
千
380
円（
障

害
の
程
度
に
応
じ
て
加
算
が
あ

り
ま
す
）

支
給
月　
2
月
・
5
月
・
8
月
・

11
月

【
各
手
当
共
通
事
項
】

所
得
制
限
に
よ
り
支
給
停
止
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者

手
当
の
所
得
状
況
届
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い

現
在
、
愛
知
県
在
宅
重
度
障
害

者
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

は
、
毎
年
、
手
当
を
引
き
続
き
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
か
確
認
す
る

た
め
、
所
得
状
況
届
を
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

受
給
者
あ
て
に
郵
送
さ
れ
た
所

得
状
況
届
を
8
月
11
日
㈫
〜
9
月

10
日
㈭
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。な

お
、
税
務
収
納
課
で
の
証
明

手
続
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
直
接

福
祉
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

○
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
・
経
過
的
福
祉
手
当

5
月
〜
7
月
分
を
8
月
10
日
㈪

以
降
に
、
受
給
者
指
定
の
金
融
機

関
に
振
り
込
み
ま
す
。

○
市
障
害
者
扶
助
料

4
月
〜
7
月
分
を
8
月
20
日
㈭

以
降
に
、
受
給
者
指
定
の
金
融
機

関
に
振
り
込
み
ま
す
。

確
認
し
て
お
受
け
取
り
く
だ
さ

い
。

児
童
課
1
66
◆

1
1
0
8

現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

現
在
、
児
童
扶
養
手
当
・
県
遺

児
手
当
・
市
遺
児
手
当
・
特
別
児

童
扶
養
手
当
の
受
給
資
格
者
に

な
っ
て
い
る
方
は
、
引
き
続
き
対

象
と
な
る
か
を
確
認
す
る
た
め
、

現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
確
認
を
し
ま
す
の
で
、
平
成

20
年
分
の
所
得
に
つ
い
て
申
告
が

お
済
み
で
な
い
方
は
、
至
急
、
申

告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間  

○
児
童
扶
養
手
当・県
遺
児
手
当・

市
遺
児
手
当

8
月
3
日
㈪
〜
31
日
㈪

○
特
別
児
童
扶
養
手
当

8
月
11
日
㈫
〜
9
月
10
日
㈭

提
出
先　
児
童
課
児
童
福
祉
担
当

※
届
出
通
知
書
は
、
本
人
あ
て
に

郵
送
し
ま
す
。

※「
児
童
扶
養
手
当
一
部
支
給
停

止
適
用
除
外
事
由
届
出
書
」が

届
い
た
方
は
、
合
わ
せ
て
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

児
童
課
1
66
◆

1
1
0
8

児
童
扶
養
手
当
を
振
り
込
み
ま
す

児
童
扶
養
手
当
の
8
月
期
支
払

分（
4
月
〜
7
月
分
）
を
8
月
11

日
㈫
以
降
に
受
給
者
指
定
の
金
融

機
関
に
振
り
込
み
ま
す
。
確
認
し

て
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
2

中
学
生
入
院
医
療
費
助

成
は
申
請
が
必
要
で
す

平
成
20
年
4
月
1
日
か
ら
子
ど

も
医
療
の
助
成
対
象
が
拡
大
さ
れ

ま
し
た
。

通
院
は
、
小
学
校
卒
業（
12
歳

に
な
っ
た
後
最
初
の
3
月
31
日
）

ま
で
、
入
院
は
中
学
校
卒
業（
15

歳
に
な
っ
た
後
最
初
の
3
月
31

日
）ま
で
で
す
。

中
学
生
の
方
に
つ
い
て
は
、
受

給
者
証
の
交
付
は
し
て
い
ま
せ
ん

が
、
入
院
の
み
医
療
費
の
自
己
負

担
分
を
助
成
し
ま
す
。（
た
だ
し
、

障
害
者
医
療
、
母
子
家
庭
等
医
療

を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
除
き
ま

す
。）
医
療
機
関
で
自
己
負
担
額

を
お
支
払
い
後
、
保
険
年
金
課
へ

払
い
戻
し
の
申
請
を
お
願
い
し
ま

す
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

保
険
証
、
印
鑑
、
領
収
書
、
振

込
先
の
口
座
番
号
の
分
か
る
も

の
、
保
険
者
か
ら
の
支
給
決
定
通

知
書（
高
額
療
養
費
に
該
当
す
る

場
合
の
み
）
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